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　「つながる絆、ひろがる未来～組合　絆　ルネサンス～」をテーマに、10月24日（木）第65回中小企
業団体全国大会が滋賀県大津市で開催されます。中小企業団体全国大会は、組合組織の発展に向け
た不断の努力を決意し、中小企業の振興に必要とする政策の実現を図ることを目的に開催されます。
　そこで、多くの会員の皆様にご参加いただきたく、長野県中央会では、各支部が独自の参加行程
を企画しました。時節柄お忙しいとは思いますが、支部会員相互の交流を深めるとともに、中小企
業施策の現状について知っていただく研修の機会として、大勢の皆様のご参加をお待ちしています。

 ｴ．第65回中小企業団体全国大会
　１．日　　時　平成25年10月24日（木）午後12時30分～午後３時40分
　２．場　　所　滋賀県大津市「滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール」
　３．参 加 者　約2,500名
　４．来　　賓　関係大臣、政党代表、中央関係機関の長
　５．大会内容　第１部　表彰式（優良組合、組合功労者、中央会優秀専従者）
　　　　　　　　第２部　祝辞
　　　　　　　　　　　　議專（議案審議、意見発表、決議）
　　　　　　　　　　　　大会宣言

Ⅱ．全国大会後援及び協賛
	 	 経済産業省、中小企業庁、商工中金　他

参加申し込み方法
各事務所にて参加を承っております。行程等の詳細は下記事務所までお尋ねください。
・本部開発課　（長野・北信支部）　　　　　　TEL：026-228-1171
・東信事務所　（上小・佐久支部）　　　　　　TEL：0268-24-1788
・中信事務所　（松本・大北・木曽支部）　　　TEL：0263-32-0477
・南信事務所　（諏訪・上伊那・下伊那支部）　TEL：0266-78-4030

☆働きやすい職場環境づくり
　「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」を果
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
人権教育の推進」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
“�あなたにもできる。
　��ライフスタイルの見直しで、
　　　１人１日１kgのCO2 削減”

〜つながる絆、ひろがる未来〜
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　　	第14回	グルメ＆
　　　ダイニングスタイルショー秋2013
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	 信州環境フェア2013が開催されました。

6	 	中央会インフォメーション

8	 	企業組合事例
	 企業組合おふくろ工房・松本の味（松本市）
10	 労務管理のポイント
	 解雇予告に関する確認事項

12	 ものづくりの歴史を訪ねて～
	 たゆまぬ経営革新と信用・
　　　　信頼で発展する滝沢食品

《洗馬焼》
　江戸時代の末期から塩尻市の本洗馬では、甕

かめ

・水
みず

甕
がめ

・徳
とっくり

利・擂
すりばち

鉢
など暮らしのための陶雑器が盛んに焼かれていました。明治初期に
は関東、東海、北陸地方に出荷されていました。洗馬焼に使われる
陶土は、鉄分と細石粒を多く含み、独特の土味が特徴で、飴釉の上
に白釉を流しかけたものや木灰釉や黒釉のものがあります。
　明治中期、中央線の開通により安価な瀬戸物が出回るようになる
と、洗馬焼の窯の煙は途絶えてしまいました。しかし、昭和54年に
復興、平成５年に洗馬焼振興会が結成され、現在会員が作陶にはげ
んでいます。（撮影協力：塩尻市　洗馬焼振興会会員　尚心窯）
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　９月４日から６日までの３日間、東京ビッグサイトで開催された
第14回グルメ＆ダイニングスタイルショー秋2013（ギフト・ショー
と併催）に、木曽漆器・南木曽ろくろ・信州打刃物・信州竹細工・
奈良井曲物・秋山木鉢の６種類の伝統的工芸品に信州そばが協力す
るカタチで、それぞれ自慢の逸品を組み合わせ、「そばスタイル～
ＳＯＢＡ　ＳＴＹＬＥ」としてそば打ち道具や、そばの器とソバ粉・
信州そばを出品しました。
　県内各地でつくられている伝統的工芸品も信州そば食文化に適応
したものが多く、それらの伝統的工芸品を組み合わせた「そばスタ
イル」は、多くの人の目を引いていました。
　今回の出品に合わせ、本会では過去に発行した本誌、「月刊中小
企業レポート」に掲載された「信州そば食べある紀行」を再編纂し、
「信州そばスタイル読本」を発行しました。「そばスタイル」をより
多くの人に楽しんでもらえるようにと作られた冊子は、プロモー
ションに効果的でした。

特集1

特集1　地場産業活性化戦略支援事業

■会場　東京ビッグサイト
■会期　平成25年９月４日（水）〜６日（金）
■参加組合等
　・木曽漆器工業協同組合
　・南木曽ろくろ工芸協同組合
　・信州打刃物工業協同組合
　・須賀川竹細工振興会
　・奈良井曲物組合
　・秋山木工品加工組合
　・長野県信州そば協同組合

　今後は、東京都渋谷区国立代々木競技場第一体育館で開催される展示会「rooms27」や、松本市美
術館で開催される「進化する信州の織物、展。」、東京都港区伝統工芸青山スクエアで開催される「信
州	南木曽の、木工芸」など、長野県の伝統技術を国内外に発信し、次世代の地場産業マーケットを
開拓するため、県内の伝統工芸の産地組合等が首都圏や県内で開催される展示会に出展することに
より多くの人に長野県の伝統工芸品の魅力が伝わることを願います。
（この事業は、長野県より委託された地場産業活性化戦略支援事業によって実施しています。）

地場産業活性化戦略支援事業

秋2013

第14回 グルメ＆
ダイニングスタイルショー
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― 今こそ絆・コミュニティー・協働・連携・共同事業の担い手として ―

会　　期　平成25年９月11日（水）～13日（金）
会　　場　東京都　渋谷区　国立代々木競技場　第一体育館
主　　催　アッシュ･ぺー・フランス株式会社
　　　　　http://www.roomsroom.com/
参加組合　�飯山仏壇事業協同組合、内山紙協同組合、木曽漆器工業

協同組合、奈良井曲物組合、蘭桧笠生産協同組合、長野
県織物工業組合、長野県農民美術連合会

　日本のデザインの発展と、世界への発信を目指して開催されてい
る、ファッションや服飾雑貨などを中心としたグローバルな合同展示会です。
　伝統的な技巧、地域独特の季節感や美意識が育んだ日本の「ものづくり」を国内外に発信する｢地場
産業エリア」に、信州・長野の古くて新しい「もの」を出品します。

会　　期　平成25年９月19日（木）～９月23日（月・祝）
　　　　　午前10時～17時（最終日は16時まで）
会　　場　松本市美術館　入場無料
テ ー マ　伝統産業と現代の融合
主　　催　長野県織物工業組合
　　　　　ナガノハンドシルク研究会
　　　　　長野県中小企業団体中央会
　デザイナー川上玲子氏がデザイン・プロデュースしたモ
ノトーンストライプを基調とした着物や身近に絹織物に親
しんでいただく小物などを、この展示会で発表します。
●ミュージアムトーク　９月21日（土）午後２時30分より
　	　会期中に、新作商品の説明と川上玲子氏を囲み、太田正子氏（松本衣デザイン専門学校長）、久保田
治秀氏（長野県織物工業組合理事長）による伝統産業の明日を考えるミュージアムトークを行います。

会　　期　平成25年９月20日（金）～10月２日（水）
会　　場　伝統工芸青山スクエア　　TEL�03-5785-1301
　　　　　東京都港区赤坂８丁目１番22号　赤坂王子ビル１階
テ ー マ　伝統と新しさの表現
主　　催　南木曽ろくろ工芸協同組合
　　　　　長野県中小企業団体中央会
　南木曽ろくろ工芸協同組合が中心となり、一般財団法人伝統的工
芸品産業振興協会が運営する「伝統工芸青山スクエア」において南
木曽地方の木工芸品を展示します。この展示に際して、南木曽ろくろ工芸㈿の組合員各社は新作を製作
し持ち込みます。実演も準備しています。是非ご覧ください。

ご案内・展示会 　信州　南木曽の、木工芸

ご案内・企画展示会 　進化する信州の織物、展。

展　示　会 　rooms27

 回折型スピーカー『明日香』
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　８月24日（土）・25日
（日）の２日間、長野市
ビッグハットにて環境保
全や地球温暖化防止を考
える「信州環境フェア
2013」が開催されまし
た。県や長野市、長野県
中小企業団体中央会など
でつくる実行委員会の主
催で開催され、今年は63団体・企業が出展しま
した。期間中の来場者数は7,486名でした。
　環境問題をより身近なものとして捉え、節電・
省エネルギー活動をはじめとした環境保全を
テーマに県内から公募されたエコ川柳コンテス
ト最優秀賞作品が発表され、阿部守一長野県知
事より受賞者の方々へ、表彰状が手渡されまし

阿部守一長野県知事

受賞者のみなさん

信州環境フェア2013が
開催されました。

特集2

特集2　信州環境フェア2013が開催されました。
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― 今こそ絆・コミュニティー・協働・連携・共同事業の担い手として ―

た。その後、長野市のダンスチーム「ミッキー
＆レオパーズ」によるチア・ダンスが披露され
ました。25日には野沢南高等学校書道部による
書道パフォーマンスが行われ、エコ川柳コンテ
スト受賞作品や環境メッセージをダイナミック
に表現し、来場者からは大きな拍手が上がりま
した。
　長野県では、夏の節電・省エネ対策の一環と
して、県民の方が昼間の時間帯に涼しく快適に
過ごしていただける施設や場所を「クールシェ
アスポット」として推進していますが、この趣
旨を踏まえ、今年度より夏期の電力需要がピー
クとなる午後１時から４時の時間帯を中心に、
公共機関等が主催する行事（イベント）を「クー
ルシェアイベント」として新たに募集を開始し
ました。信州環境フェアもクールシェアイベン

トに参加しており、その一環として、小学生以
下の来場者にはかき氷のプレゼントも行われま
した。
　わたしたちは信州の美しく豊かな自然の恵み
の下で、歴史を刻み、文化を築き上げてきまし
たが、今日の社会経済活動は、生活に利便性や
豊かさをもたらす一方で、私たちを含む全ての
生物の生存基盤である、地球環境に影響を及ぼ
しています。現在の美しい環境を次世代に引き
継いでいくためには、社会のあり方から個々の
ライフスタイルに至るまで、もう１度見直す時
期を迎えています。県民・ＮＰＯ団体・事業者・
行政が共に手を取り合い、地球温暖化や省エネ
ルギーなど自然環境を守るための取り組みを推
進し、持続可能な社会を構築するためにどうす
ればよいかを考えていく必要があります。

野沢南高等学校書道部によるパフォーマンスと作品

木曽ひのき間伐材で作られた知育ブロック
（木曽青峰高等学校インテリア科）

新聞紙でエコバッグ作製
（千曲川流域レジ袋削減推進協議会）
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

インターンシップ（就業体験学習）の
受け入れを行いました。

　本会では新卒者の就職支援の一環として、高校の総合的な学習に協力しています。総合
的な学習とは、文部科学省により2000年に始まった新しい学習の時間であり、生徒が地域
に出かけたり、様々な体験活動を行い、社会や日常生活の中で活用できる能力を身に付け
ることを目的としています。今年は７月30日から31日の２日間、長野市立長野高校の１年
生２人の就業体験を受け入れ、本会の事務職を体験するプログラムを実施しました。
　参加した生徒からは「最初は堅いイメージがあり、みんなピリピリしている職場なのか
と思ったけれど、職員の人達はみんな楽し
そうに仕事をしていた。学校で勉強してい
たこと（パソコン操作等）が活かされた。」、
「大変なとこもあったけど、やりがいがあり
ました。学校で学んだExcelの使い方が、と
ても役に立った。将来は事務系の仕事がや
りたい。」などの感想が寄せられました。
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

連携大学等合同就職面接会報告
　長野県中小企業団体中央会（以下「中央会」）は、若手人材を地域中小企業の戦力に
するため、「地域中小企業の人材確保・定着支援事業」に取り組んでいます。この事業
の一環で、連携大学等において合同就職面接会を６回開催しました。

【お問い合わせ先】　長野県中小企業団体中央会　人材確保・定着支援事業係　西村、西條、吉村
　　　　　　　　　〒380-0936　長野市中御所岡田131-10　長野県中小企業会館４階
　　　　　　　　　TEL�026-228-1171���FAX�026-228-1184���E-mail�jinzai@alps.or.jp

　連携大学等の最終学年生（長野平青学園のみ卒業後３年以
内の未就職者も）が参加。学生の総数は128名、参加企業数
はちょうど100社でした。従って、１社当たり約1.3名の学生
等がブースを訪れたことになります。昨年は、それぞれ180
名、71社でしたので、学生が減って、企業数は増えました。
　企業の連携大学等に対する期待は高まりましたが、学生が
期待した程集まらなかったといえます。特に、信州大学工学
部は、企業29社に対して、学生はたったの９名。面接学生ゼ
ロの企業もありました。
　連携大学等の就職支援担当者は、おしなべて、「今年の内
定状況が良いわけではない」「学生がのんびりしている」と
言われました。今年の学生は、アベノミクス効果で経済が好
転しているとの判断により、面接企業を選んでいることが一
因のようです。
　引き続き、下表のとおり、学外の合同就職面接会を開催し
ますので、若手人材確保のためにご利用をお願いします。

会　場 開催日 学生数 企業数
諏訪東京理科大学 平成25年７月 ３日（水） 31　 16　
清泉女学院大学 平成25年７月 ９日（火） 32　 11　
信州大学工学部 平成25年７月17日（水） 9　 29　
松本大学 平成25年７月24日（水） 12　 12　
長野平青学園 平成25年７月31日（水） 13　 9　
長野大学 平成25年８月 ９日（金） 31　 23　長野県工科短期大学校
合計 128名 100社

【実績】

開催場所 開催日
長野市　ホテルメトロポリタン長野 平成25年９月９日（月）
松本市　ホテルブエナビスタ 平成25年９月11日（水）
長野市　メルパルク長野 平成25年10月28日（月）
松本市　ホテルブエナビスタ 平成25年12月９日（月）
長野市　ホテルメトロポリタン長野 平成25年12月24日（火）

【今後の予定】

参加
無料

清泉女学院大学

信州大学工学部
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　県営松本空港や松本市サッカー場などにほど近く、広々とした田園風景が広
がる松本市神林。市内の農家の主婦が中心となって活動する「企業組合おふく
ろ工房・松本の味」が今年10月、設立10周年を迎える。地元農畜産物を使い、
農家の主婦ならではの知恵と暮らしの中で育まれた家庭の味が好評だ。

安全・安心で、きめ細かな
心遣いのある“おふくろの味”を

　朝８時半。同組合のメンバーが早朝から仕込ん
だできたてのおやきを車に積み、近くのJA支所へ
と出かけていく。おやきは朝取り野菜を出荷する

生産者たちに人気の“おこびれ”だ。
　同組合で作るのは、おやき、もち、赤飯、惣菜、
弁当、オードブルなど。JA松本ハイランド、病院、
企業などと契約し買取および直売形式で販売する
ほか、地域の各種イベント、老人クラブ、寺院、
学校PTA、福祉施設等から個人まで広く注文に応
えている。値段の安さも大きな魅力だ。
　「一番の強みは主婦であること」と、田中英子
理事長は胸を張る。「一流シェフもかなわない、
農家の主婦が家で食事を作るノウハウを生かして
つくる安全・安心の手づくり商品を提供しよう、
という心意気で始めました。今日はちょっと寒い
からこんな味付けがいいかなという感じの、まさ
に“おふくろの味”です」。
　人気のおやきは、もともと北信地域の郷土食。
田中理事長はじめ同組合スタッフにとって馴染み
のない味だったが、試行錯誤を繰り返し、松本地
域で好まれる甘めの味付けにたどりついた。それ

農家の主婦が心を込めてつくる、
おふくろの味・松本の味。

企業組合おふくろ工房・松本の味（松本市）　企業組合事例

田中英子理事長

早朝から続くおやきづくり

“おふくろの味”が自慢のおやき（各140円）
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が売れている理由だという。
　各種イベントや地域のふれあい食事会などで注
文される仕出し弁当は、参加者の年齢やアレル
ギー対応など、きめ細かな心遣いを心がける。「お
年寄り向けにご飯を柔らかめにしたり、食べやす
さに気を配ったり。私たちの良いところは主婦感
覚でそれができることだと自負しています」。

売れ残った野菜で
手づくりの味をつくりたい

　同組合の設立は、
野菜の直売をしてい
た農家の主婦たち
の、売れ残った野菜
で手づくりの味をつ
くりたいという会話
がきっかけ。当時の
松本市長の「自慢で
きる“松本の味”を
考え出してほしい」
という期待と支援
も、主婦たちのやる
気に火をつけた。
　2003（平成15）年、
農村女性協議会が松
本市農業委員会（当時）の指導を受け、57人が出
資し、企業組合を設立。実働メンバー20人余でス
タートした。作業場は地元JAから空き施設を借り、
厨房施設などを整えた。出資金はその費用に消え、
運転資金は金融機関からの借金でまかなった。
　さらに松本市「ルネッサンス事業助成金」（平
成15年度）、県「農村女性社会参画推進プロジェ
クト」（平成16年度）の補助金も受けた。もっと
も田中理事長は「補助金を得てからが大変だった」
と明かす。毎年詳細な報告書を提出しなければな
らず、主婦にとっては大仕事。その大変さに音を
上げ、それ以降は各種助成事業への参画は見合わ
せているという。
　「事業など未経験の農家の主婦がある日突然、
企業組合を立ち上げ、どうやって運営していくか
と試行錯誤の連続でした。よく10年続いたと思い
ます」と田中理事長は感慨深げに振り返る。実働
メンバーは現在14人。人手不足が悩みだが、10年
間培ってきた作業ノウハウにより、少人数でも効
率的にこなせているという。

さらに20年、30年と
継続させていくために

　和気あいあいとした雰囲気の同組合。「ここに
来ればお互い、隣近所の人に気兼ねすることなく
愚痴がこぼせる（笑）。だからストレス解消の場
にもなっているんです」と浅倉節子副理事長は笑
う。普通の農家の主婦では経験できない、志を同
じくする仲間と一緒に仕事をし社会と関わること
に生きがいを感じているようだ。
　田中理事長にとって目下の大きな課題は、同組
合をいかに継続させていくか。そのためにも賃金
（時給）の低さは大きな悩みだという。「気心の知
れたメンバーが楽しみながら作業をし、多少でも
利益を出せればというのが現状。でも収穫から下
ごしらえまで時間と手間がかかるだけに、給料も
それなりにほしいのが本音だと思う」。それが仕
事を続ける上で張り合いになり、事業としての発
展性にもつながってくる。
　田中理事長は企業組合の良さは十分に認めつ
つ、収益を生み出す企業体質を持つことが大切だ
と考える。より仕事量を確保し利益を上げるため
には、利益を生み出す体制づくりに加え、働く人
の意識改革も欠かせない。
　「そのためにも“知恵”がほしい」と田中理事
長は力を込める。「せっかく10年続いた組合。こ
れから新しい人材にも入ってもらい、20年、30年
と継続していきたいと願っているんです」。

企業組合おふくろ工房・松本の味
松本市大字神林1551-2
TEL0263-86-9035　FAX0263-86-9036
設　　立／ 2003（平成15）年10月
代表理事／田中　英子
事業内容／	地元産を中心とする農畜産物を原材料

とする弁当・おやき・赤飯・オードブ
ル等の製造・販売

焼く直前のおやき

きつね色に焼いてから蒸し上げる

企業組合おふくろ工房・松本の味のスタッフ
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　今回は解雇予告について間違えやすいケースについて記載します。

　まず、解雇とは使用者による労働契約の解約をいいます。

　労働基準法20条では｢使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくても30

日前にその予告をしなければならない。」と規定されています。ではこの30日前という期間は

どのように計算するのでしょうか。

　例えば、10月末日をもって解雇したい場合にはいつまでに予告が必要でしょうか。この場

合には民法に定める期間計算の原則を用いることになり、そこには｢初日不算入の原則｣が規

定されています。よって、予告する日の翌日から30日以上の期間が必要となります。したがっ

て、10月末日をもって解雇する場合には10月１日に解雇予告が必要となり、同様に９月末日

に解雇したい場合には、遅くても８月31日に解雇予告する必要があります。

　解雇予告なしで即時解雇する場合には、解雇と同時に平均賃金の30日分以上の解雇予告手

当を支払わなければならず、解雇しようとする日までに30日以上の余裕がない場合には、解

雇予告をしたうえで、30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払うことになります。９月

10日に解雇予告して、９月末日に解雇する場合は、予告日から解雇日まで20日しかないため、

30日に満たない日数（10日間）について解雇予告手当を支払う必要があります。

　ただし、労働基準法21条では、解雇予告がいらない労働者を定めており、以下の労働者の

場合は、解雇予告や解雇予告手当の支払をすることなく、即時に解雇することができます。

　　①　継続雇用１カ月未満の日雇労働者

　　②　２カ月以内の労働契約期間の者で、契約更新をしていない者

　　③　季節的業務で４か月以内の労働契約期間の者で、契約更新していない者

　　④　試用期間中の者で、採用14日以内の者

　ここで特に誤解が多いため注意することは、④の試用期間の取扱いです。

　まず、就業規則等で試用期間が定めてなければ、採用から14日以内でも解雇予告義務を免

れません。また、就業規則等で試用期間を３カ月などと定めてあっても、解雇予告義務の適

用除外となるのは、あくまでも採用から14日以内に限られます。

　また、②、③においても法的には解雇予告義務を免れるかもしれませんが、契約期間の定

めがある労働契約の中途解約には｢やむを得ない事由があるとき｣に限られますので注意が必

要です。

　ここまでに主に述べたことは、あくまで労働基準法において解雇する場合の “手続き”に

関する事であり、その解雇が有効かどうかは別問題となります。一時的な感情で、｢おまえは

クビだ。明日から会社に来るな｣などと軽々しく言わないようにご注意を。

解雇予告に関する確認事項

労 ト管 イ務 ポ理 ンの
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信用保証協会経営セミナーを開催します
信州大学経営大学院･長野県信用保証協会共同公開講座

TEL：026-234-7680　FAX：026-233-5030　E-mail：kikaku-joho@nagano-cgc.or.jp

　信州大学経営大学院と共同で中小企業の皆さまや関係機関の皆さまを対象とした
　「信用保証協会経営セミナー」を下記日程で開催します。
　大勢の皆様のご参加をお待ちしております。� � � � � � �

会　　　　場 開催日時 定員

松　本 松本東急イン
平成25年10月3日（木）
13時30分～16時30分

50名

小　諸
小諸グランドキャッスル

ホテル
平成25年10月11日（金）
13時30分～16時30分

50名

<松本会場>
◆講演　「これからの社会環境の変化と企業経営」
　　　　講師：信州大学経営大学院　教授　鈴木�智弘�氏
◆講演　「産々連携と産学官金連携で地域を活性化！」
　　　　講師：東成エレクトロビーム株式会社　代表取締役会長　上野　保�氏

<小諸会場>
◆講演　「価値多様化時代の経営革新の方向」
　　　　講師：信州大学経営大学院　特任教授　大野　雄三�氏
◆講演　「私の経営理念と当社製品の極限の技術に挑んだ歴史」
　　　　講師：多摩川精機株式会社　代表取締役会長　萩本　博幸�氏

主　催：長野県信用保証協会・信州大学経営大学院
後　援：長野県中小企業団体中央会・長野県経営者協会・長野県商工会議所連合会
　　　　長野県商工会連合会・長野県中小企業振興センター
　　　　松本商工会議所・小諸商工会議所
参加費：無料
※事前申込が必要です（各回とも定員になり次第締め切りとさせていただきます）

内　容

お申し込み・お問い合わせ先

総務部企画情報課
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　信州は、そばの栽培が最初に行われ、めんの形に
して食べる“そば切り”の発祥の地でもあると伝え
られています。水はけがよく、昼夜の気温差が大き
いほど実の締まった美味いそばが取れるといわれて
いますが、信州の土地と気候はそばの栽培に大変適
しており、良質のそばが取れたことから信州そばが
有名になりました。
　そばの乾麺（滝沢更科ブランド）を中心に製麺業
を営む滝沢食品株式会社の創業は、大正２年旧埴科
郡屋代において精米・米雑穀業として始まりました。
昭和28年には新たに製麺部門を新設し、精米・米雑
穀業を廃止しする中、昭和39年には即席ラーメン製
造工場を新設し、キリンラーメンブランドで即席
ラーメンの販売を開始しました。その後乾麺、生麺

工場の新設、全自動システムの導入等業務を拡大し、
昭和49年には日清製粉のグループ会社である日清
フーズ株式会社を総発売元に、北は北海道から南は
沖縄まで全国販売の展開を開始しました。
　また昭和54年には、信州そば処「一松亭」をオー

滝沢秀治社長滝沢英雄会長

たゆまぬ経営革新と信用・
　　信頼で発展する滝沢食品

　　ものづくりの歴史を訪ねて～
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プンし、飲食業にも参入してきました。平成４年に
は第二工場を増設し、乾麺製造全自動システムの導
入により、安定した高品質の製品の増設体制を確立
しました。このような経営革新の積み重ねが、今日
の滝沢食品を築き上げていることは、疑う余地もあ
りません。
　老舗企業として大切なことを漢字一文字で表すと
何か尋ねると、滝沢英雄会長も滝沢秀治社長も「信」
と答えられました。信用・信頼の「信」であり、品
質にこだわり、長い時間をかけて取引先との信頼関
係を築いてきたこと、まごころを込めた誠実な商い
を行ってきたからこそ今があることなど、滝沢食品
の思いが伝わってきました。
　滝沢食品では、新卒者から勤続40年を超すベテラ
ンまで幅広い年齢層の社員が働いています。会社の
財産を尋ねたら迷わず「人」と答えが返ってきまし
た。「これまでの滝沢食品を築き上げたのも、明日
の滝沢食品をリードするのもかけがえのない社員で
す。社員一人ひとりの幸せを願い、会社の利益を社
員・社会に還元する努力を日々重ね、福利厚生から
人材教育・現場環境の充実に力を入れています。」
と滝沢会長は話されました。
　事実当社の社会貢献に対し、昭和52年と平成３年
には紺綬褒章が送られています。
　昭和54年本社隣にオープンした信州そば処「一松
亭」は、「伝統ある本当の信州そばを味わっていた
だきたい、また召し上がったお客様の声を直接お聞
きできたら…」との思いで始まりました。昔からそ

ばの三たてという言葉があり、「挽きたて」「打ちた
て」「ゆでたて」が美味しく食べるそばの条件とか。
　一松亭では信州産の地粉を石臼で挽き、その場で
手打ちで仕上げた三たてのそばを提供しています。
長年の店舗経営で、季節の移り変わりによる消費者
の嗜好の変化も確認でき、商品開発の参考情報とし
て活かされているそうです。
　創業当時の水車小屋での精米業から、今日のコン
ピュータ制御による最新鋭製麺工場と、滝沢食品は
大きく業態を変えてきました。「賢者は歴史に学び、
愚者は経験に学ぶ」という有名な言葉がありますが、
100年に及ぶ歴史を築き上げ、先人達の知恵と経験
が蓄積されている滝沢食品の今後の経営が楽しみで
す。

滝沢食品株式会社
代表取締役会長　滝沢英雄
代表取締役社長　滝沢秀治
本　　社／長野県千曲市大字屋代2783
電　　話／026-272-0333
資 本 金／2,000万円
従 業 員／58名
創　　業／大正２年
営業品目／乾麺類・生麺類の製造販売
　　　　　その他加工食品の販売、及び飲食業

信州そば処一松亭

滝沢更科ブランド商品

乾燥された麺

　　ものづくりの歴史を訪ねて～
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　すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります（障害者雇用率制度）。
　この法定雇用率が、平成25年４月１日から以下のように変更されました。

　法律の一部が改正され、「継続雇用制度の対象者に係る基準を労使協定で定める仕組みが廃止」されました。こ
のため、65歳未満の定年制を定めている場合は、希望者全員を継続雇用の対象とするよう、就業規則の変更が必
要となります。
※	65歳未満の定年制を採用し、65歳までの継続雇用の対象者を労使協定で限定している企業は、「制度の見直しが必要」です。

■問い合わせ先　長野労働局職業安定部職業対策課、管轄のハローワーク（公共職業安定所）

事業主区分
法定雇用率

（変更前） 平成25年４月１日以降
民間企業 1.8％　　　　⇒ 2.0％
国、地方公共団体等 2.1％　　　　⇒ 2.3％
都道府県等の教育委員会 2.0％　　　　⇒ 2.2％

今回の変更に伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない民間企業の
範囲が、従業員56人以上から従業員50人以上に変更になりました。ご注意！

		３　健康管理
改正高年齢者雇用安定法への速やかな対応をお願いします！

・・　平成25年４月１日から施行　・・

		３　健康管理

障害者雇用率制度とは…
　障害者の雇用の促進等に関する法律第43条「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、
その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率（法定雇用率）以上になるよう義務
づけています。
注	精神障害者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したも
のとみなされます。）
民間企業における雇用率設定基準

身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数（※）
＋　失業している身体障害者及び知的障害者の数（※）

常用労働者数＋失業者数
障害者雇用率　＝

※�平成25年６月19日に「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、平成30
年４月１日から法定雇用率算定基礎に精神障害者数を加えることになります。

　すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります（障害者雇用率制度）。

Ⅰ	平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられました。

Ⅱ	高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正・施行されました。
・・　対応はお済ですか　・・

		３　健康管理

≪経過措置≫
　なお、平成25年３月31日までに、労使協定で、65歳までの継続雇用制度の対象者
の基準を定めている場合は、平成37年３月まで、老齢厚生年金（報酬比例部分）の
受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引続き利用できます。

		３　健康管理

≪改正の概要≫
　①　継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
　②　継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
　③　義務違反の企業名を公表
　④　高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
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三井生命からのお知らせ

長野県中央会団体扱の
ご　案　内

※一部対象とならない商品・ご契約がございますので、詳細は下記までお問い合わせ願います。
※詳しくは「商品パンフレット」をご覧ください。ご検討にあたっては、「設計書（契約概要）」「特に
　重要な事項のご説明（注意喚起情報）」「ご契約のしおり―約款」を必ずご覧ください。

大型保障と、資金の積立機能を備え、企業の
発展や個人のライフサイクルの変化に応じて、
保障見直しが可能です。

主な保険商品

その他に医療保険など多彩な商品がございます。

【お問い合わせ】

三井生命保険株式会社　長野支社
〒390-0811 松本市中央 1－21－8　三井生命松本ビル２Ｆ

TEL:0263－34－3585B－２５－１２５９（Ｈ２５.7）使用期限Ｈ２６.３

※一部対象とならない商品・ご契約がございますので、詳細は下記までお問い合わせ願います。

ご契約者さまが会員組合に所属する組合員（法人または個人事業主）

ご契約者さまが会員組合に所属する組合員企業に勤務する役員・従業員

「オーナーズプラン」のご契約要件

「パートナーズプラン」のご契約要件

月払契約の場合、団体扱と
なり、一般扱（口座振替扱月
払等）でご契約いただくより
も保険料が割安になります。

３年ごと利差配当付利率変動型新積立保険
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　長野県は自動車等の運輸部門から排出される温室効果ガス排出量の割
合が全国の割合に比べて高い割合となっています。
　そこで「長野県環境エネルギー戦略～第三次長野県地球温暖化防止県
民計画～」では、マイカー通勤者が通勤時のマイカー利用を自粛し、公
共交通機関や徒歩、自転車といった環境にやさしい通勤手段へ転換する
きっかけとするため、「県下一斉ノーマイカー通勤ウィーク」を実施い
たします。

平成25年度		県下一斉
ノーマイカー通勤ウィーク

一般社団法人長野県環境保全協会（長野県地球温暖化防止活動推進センター）、
長野県、長野県公共交通活性化協議会

平成25年10月7日（月）から10月13日（日）まで
	　実施期間中に１日以上、公共交通機関の利用
又は徒歩、自転車、相乗り等によりノーマイカー
通勤を実施する。

※長野県中小企業団体中央会も協力しています。

実施主体

実施期間

取組内容

株式会社みすずコーポレーション（長野県凍豆腐工業協同組合　所属）
　当社では６月を「環境強化月間」として、同時期に実施される地域の「春の区内のゴミ０運動に合わせて「工場周辺の清掃活動」と「ノーマイカー通勤ウィーク」を実施しています。また、秋にも「秋の区内のゴミ０運動」に合わせた清掃活動と、「県下一斉ノーマイカー通勤ウィーク」への参加を実施しています。当社は工場部門の交替制勤務者が多いため、従業員の約６割がマイカー通勤です。ノーマイカー通勤ウィークには日勤のスタッフを中心に少人数ではありますが参加しております。自転車や徒歩での参加は天候により左右されることもありますが、運動不足解消に多少貢献できているのではないでしょうか。10月は日も短く肌寒いせいでしょうか、当社では６月のほうが参加者が少し多いです。

か、当社では６月のほうが参加者が少し多いです。

株式会社サンジュニ
ア

（IT事業協同組合　
所属）

　株式会社サンジュニアは、長野

県が実施している「県下一斉ノー

マイカー通勤ウィーク」に毎年参

加しております。昨年度は延べ人

数で35名が参加しており、活動に

より転換できた延べ距離数は約

226kmにもなります。これを削減

した燃料使用量に換算すると約24

リットル、削減できた二酸化炭素

排出量は約53kg-CO２／年になり

ました。今後も参加人数を増員し

ていくとともに、二酸化炭素排出

量の削減に貢献していきたいと

思っております。

県下一斉ノーマイカー通勤ウィークに取り組んで
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　「つながる絆、ひろがる未来～組合　絆　ルネサンス～」をテーマに、10月24日（木）第65回中小企
業団体全国大会が滋賀県大津市で開催されます。中小企業団体全国大会は、組合組織の発展に向け
た不断の努力を決意し、中小企業の振興に必要とする政策の実現を図ることを目的に開催されます。
　そこで、多くの会員の皆様にご参加いただきたく、長野県中央会では、各支部が独自の参加行程
を企画しました。時節柄お忙しいとは思いますが、支部会員相互の交流を深めるとともに、中小企
業施策の現状について知っていただく研修の機会として、大勢の皆様のご参加をお待ちしています。

 ｴ．第65回中小企業団体全国大会
　１．日　　時　平成25年10月24日（木）午後12時30分～午後３時40分
　２．場　　所　滋賀県大津市「滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール」
　３．参 加 者　約2,500名
　４．来　　賓　関係大臣、政党代表、中央関係機関の長
　５．大会内容　第１部　表彰式（優良組合、組合功労者、中央会優秀専従者）
　　　　　　　　第２部　祝辞
　　　　　　　　　　　　議專（議案審議、意見発表、決議）
　　　　　　　　　　　　大会宣言

Ⅱ．全国大会後援及び協賛
	 	 経済産業省、中小企業庁、商工中金　他

参加申し込み方法
各事務所にて参加を承っております。行程等の詳細は下記事務所までお尋ねください。
・本部開発課　（長野・北信支部）　　　　　　TEL：026-228-1171
・東信事務所　（上小・佐久支部）　　　　　　TEL：0268-24-1788
・中信事務所　（松本・大北・木曽支部）　　　TEL：0263-32-0477
・南信事務所　（諏訪・上伊那・下伊那支部）　TEL：0266-78-4030

☆働きやすい職場環境づくり
　「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」を果
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
人権教育の推進」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
“�あなたにもできる。
　��ライフスタイルの見直しで、
　　　１人１日１kgのCO2 削減”

〜つながる絆、ひろがる未来〜
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